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序

か っ て フ ラ ンス、 そ して イギ リスの植 民 地 だ った カ ナ ダ は、 ヨー ロ ッパ 人 の来 航 以 来 四世 紀

以 上 に わ た る歴 史 の なか で 、 非 常 に特 異 な ナ シ ョナ リテ ィー を育 ん で き た。 革 命 に よ って帝 国

か ら飛 び 出 した ア メ リカ と は対 照 的 に、 「大英 帝 国 の 忠誠 な長 女 」 と呼 ば れ た カ ナ ダ は、 徐 々

に植 民 地 の地 位 を脱 却 して 「独立 」 を達 成 し、 現 在 で は世 界 一 の生 活 水 準 や 、 多民 族 麗多文 化

主 義 や国 連 の平 和 維 持 軍 へ の貢 献 で も知 られ る 「先進 国」 とな った反 面 、 ケ ベ ック州 の 分 離=

独 立 運 動 や、 ア メ リカ との北 米 自由 貿 易協 定(NAFTA)に よ る国 家 分 裂 とナ シ ョナ リテ ィ ー

喪 失 の危 機 に立 た され て い る。 本論 文 は、 前 著 『カ ナ ダ自治 領 の生 成 一英 米 帝 国 下 の 植 民 地 』

(刀 水 書 房 、1989年)に 続 き、 この カ ナ ダ ・ナ シ ョナ リズ ム を 歴 史 的 に 究 明 す る作 業 の 一 環 と

さ れ て い る。

カ ナ ダ ・ナ シ ョナ リズ ムの 特 質 を理 解 す る た め の一 っ の鍵 は、 かっ て の本 国 イ ギ リス と の関

係 で あ る。 国 家 と して の カ ナ ダ の基 本 的 骨 格 は 本 国 イ ギ リス の そ れ を 継 承 し、 後 に は そ の

ブ リテ ィ ッ シ ュ ネ ス

「イギ リス性」を選択 的に取捨 ・修正す ることで形成 され た。 と りわけ19世 紀半 ばの責任政府=
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国内 自治 権 の獲得か ら第一次大戦 までの時期 に、 カナダは本国か ら輸入 した国家的枠組 みを基

底 に、 植民地の地位 にとどま りつつ も、 固有 のナ ショナ リズムを着実 に発 展 させ、本 国の帝 国

政策 に も大 きな影響 を与 えた。第一次大戦後 の英領 コモ ンウェルス体制 への再編 に象徴 され る

ように、 植民地 は帝 国の客体 であ ると同時 に主体 として も機 能 したのであ る。本論文 で は、19

世紀半 ばか ら第一次大戦勃発 まで、 とりわけいわ ゆる 「帝 国主義 の時代」 において、 カナ ダが

イギ リスか ら何 を継承 し、 あ るいは拒否す る ことで独 自のナ シ ョナ リズ ムを発展 させ たか を、

その限界 を も含 めて検証 す ることとしたい。

第1部 カナ ダ ・ナ ショナ リズムの成長1848～1914年

第1章 自由貿易帝国 と連邦結成1848～1867年

1848年 に連合 カナ ダとノ ヴァス コシアの両植民地 に導入 された責任政府 は、 その後 オ ー ス ト

ラ リア、 ニ ュー ジー ラン ド、南 アな どの 白人移住植民地 に も拡大 され、大英帝国 の重要 な特徴

となる自治植民地 の成立 を もた らした。 イギ リスは責任政府 を許与す る ことで、植民地 に国 内

問題 にっ いての大幅 な自治権 を認あなが らも、 「世界 の工場 」 と して卓越 して いた生産 力 を通

じて植民地 のモノカルチ ュア(ス テープル)経 済を支配 し続 け、大英帝国 を維持 ・拡大す る こ

とがで きた。 イギ リスが 「旧植民地体制」 か ら自由貿易体制 へ画期的転換 をとげたことで、帝

国特恵関税 を失 った植民地経済 は大 きな打撃 を受 け、 モ ン トリオール商人 を中心 とす る 「米加

併合運 動」 さえ生 じたが、 イギ リスは航海条例 の撤廃 や米加互恵条約の締結 に尽力す ることで、

北米 植民地 を 「自由貿易帝国の 自由貿易領」 として安定的 に定置 させ るの に成功 した。

しか し、植民地経 済再建の原動 力 とな った鉄道 ブームは1860年 代初め にはアメ リカ との競争

に敗 れて崩壊 し、 イギ リス投 資家層 は連合 カナ ダ経済 の抜本的改革のため、分裂 していた北 米

植民地 を統 合 して大 陸横 断国家を形成 し、大西洋 か ら太平 洋への鉄道 ルー トを確保 すべ きこと

を示 唆す る。61年 にはアメ リカで南北戦争 が勃発す る と、北米植民地 は英米 開戦 の際 にはま っ

先 に戦場 とな る危機 にさ らされた。対米防衛力 の強化には植民地の統合が不可欠 とされ、本国 ・

植民地 双方の金融=鉄 道=商 業利害 を中心 としたカナダ連邦結成への道 が措定 され る。連合 カ

ナ ダで は従来対立 して きたイギ リス系 と一部 フ ランス系 とが 「大連立 内閣」 を形成 し、本 国の

強力な干渉の もとで沿海植民地 の頑強 な抵抗 を押 し切 って連邦結成 が強行 された。 フランス系

ナ シ ョナ リス トや沿 海植民地、 それに先住民 の権利や利 害を顧慮 せず、南北戦争 への脅威 を最

大 の触媒 と して、 本国の帝 国利害 と結 びっ いたカナダ ・ナ シ ョナ リズムの原型 が成立 したので

あ る。

第2章 自治領 ナ シ ョナ リズムの成長1867～1896年

カナ ダ自治領 と本 国 イギ リスとの蜜月 は長続 き しなか った。英米両国 は南北戦争期 の敵対 を
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清算 す るため1871年 にワシ ン トンで英米 合同委員会 を開催 し、 カナ ダの初代首相J・A・ マ ク

ドナル ドもイギ リス側委員 の一人 に任命 される。彼 らが締結 した ワシン トン条約 は、 アメ リカ

にカナ ダの存在 を事 実上 「認知」 させ、米加両国 の平和的共存 を保証 した点 で 「英米加三 国関

係 におけ る大分水 嶺」 と して画期的な意義 を もった。 しか し、本 国がカナ ダの既得権 を犠牲 に

して対米和解 を急 いだ ことか ら、米加互恵条約 を復活 させ よ うと したマ ク ドナル ドの意 図 は完

全 に無視 され る。 カナ ダは以後 イギ リスか ら自立 した対 外政策 の可能性 を模索 し始 め、 ワシン

トン条約 はカナ ダの対外 ナ シ ョナ リズムを成長 させ る重要な出発点 とな った。

73年 か ら始 ま った世 界的不況 のなかで、農産物価格 と対英輸 出の下落 で大 きな打撃 を受 けた

カナダは、79年 に有名 な 「ナ ショナル ・ポ リシー」関税の導入 に踏 み切 った。製造品 を中心 に

関税 を引上 げ、関税収入 の増加 を大陸横断鉄道 の建設助成 に向け、 自立 的な国民経済 の建設 を

あざ した 「ナ シ ョナル ・ポ リシー」関税 は、「カナ ダの経済 的独立宣言」 と呼ば れ、 国民 的統

合の一つ の シンボル と しての役割 を果 たす こととなる。

世界不況 は本国 イギ リスで、植民地 の確保 をめざす初 期音 国主義運動 た る帝国連邦運動 の高

揚 を もた らし、1884年 にはその代表的組織 である帝国連邦 同盟(IFL)が ロン ドンで創 設 さ

れた。 だが、 ア ング ロ=サ ク ソンの優越 を前提 に、 イギ リスを頂点 とす る帝国支配 の強化 をめ

ざす本国 メ ンバ ー と、 イギ リスか らの自治権干渉を嫌 う植民地 メ ンバ ー との間 には重大 な亀裂

が存在 し、 このためIFLの 運動 は、87年 の植民地会議で ピー クに達 した後、本 国 と植民 地 の

利 害対立 を解消 しえぬまま衰退 し、94年 には組織解散 に追 い こまれる。帝国 の強化 自体 に は賛

同 して も本国か ら自治権干渉 は拒否す る植民地ナ シ ョナ リス トの姿勢 を明 らか に した帝国連邦

運 動 とその解体 は、第二部 において個別実証分析 の対象 とされる。1887～88年 の、 後 の イギ リ

ス植民 地相 ジョセブ ・チェ ンバ レンによる米加 漁業紛争調停 も、本国 と植民地 との間 の乖離 を

示 す好例 とな った。

1880年 代 に入 って人 口の対米流出 さえ生 じていたカナ ダでは、農民層が対英穀物輸 出 の低 迷

を打開す るたあ、 アメ リカ との通商同盟を求あ始 め る。 カナ ダの貿易相手 として の英米 の比重

はこの時期か ら拮抗 し始 め、 アメ リカの保護 関税 障壁 を突破す る ことが 「不況への万能薬」 と

考 え られ た。 野党 の自由等 はこの機を逃 さず、 政府 の 「ナ シ ョナ ル ・ポ リシー」 に対 抗 して

「米加無制 限互恵」 を提 唱 して政権奪取 をめざす。危機感 を強あ た首 相 マ ク ドナル ドは91年 に

総選挙 を断行 し、帝国 との一 体化を強調 す る一方 で、 自由党 を 「不忠」政党 と決 めっ ける 「忠

誠 キ ャ ンペ ー ン」 を展開す る。二大政党 が親英 と親米 の両極端 の政策 をカナダの国益 として主

張 した91年 総 選挙 は、 カナダ ・ナシ ョナ リズムの特質 を顕著 に反映 して いた。

選挙戦 の結果 は、組織力 と資金力に勝 る保守党政府 の辛勝で終わ る。 しか し与 野党 の得票差

は きわめて僅少 で あ り、両党 は総選挙結果 を踏 まえ、従来 の政策路線 の変更を迫 られ た。保守
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党 は 「ナ シ ョナル ・ポ リシー」 を一部修正 して関税 を引下 げ ると同時 に、 自由貿 易に固執 す る

本 国を除 いた帝 国通 商同盟、 すなわち植民地間互恵 を追求 し始 める。94年 にカナ ダの主 催 に よ

りオ タワで開催 された植民地会議 で、 カナ ダ政府 は 「忠誠 感情で はな くビジネス」 の観点か ら

植民地 間互恵 を主張 し、植民地 ナ ショナ リズムはかってな い尖鋭 な表現 を受 け取 った。他方で

野党 自由党 も、 イギ リス系 の親英感情 とアメ リカの保護主 義 とに配慮 して、帝 国特恵 関税 によ

る本 国市場拡大 を綱領 に据 え、与野党 の貿易政策 はほとん ど見分 けがつかぬ ほど接近 した。 こ

れが96年 総選挙 におけ る自由党 の政権復帰を もた らす こととな る。

第3章 ロー リエ と帝国主義 の時代1896～1914年

フランス系 カナ ダ人 として初 めて首相 とな ったW・ ロー リエ は、国 内ではイギ リス系 とフ

ランス系、対外的 には対英関係 と対米関係 とを巧み にバ ランスさせ ることで、長期政権 の基盤

を築 いた。彼 は国 内のナ シ ョナ リズムを、独立 に向 けて一 直線 に進 め るのではな く、通商 同盟

に限定 された帝国主義 へ と誘導 したので ある。1897年 に発表 された対英 関税 の一方的引下げは、

ロー リエの 「現実的帝国主義」政策 の傑作 となった。 同年 の植民地会議 で もロー リエは、植民

地相 チェ ンバ レンの帝国統合策 を巧み に牽制 し、 本国か らの支配強化 を阻止す るのに成功 して

いる。99年 に南 ア戦争 が勃発す る と、 カナダで は熱狂 的に参戦 を求 あるイギ リス系 と帝国戦 争

に否定的 な フランス系 との間で激 しい派兵論 争が生 じたが、 ロー リエは最小限 の義勇兵派遣 の

み を認 ある ことで、辛 うじて危機 を乗 り切 った。 南 アへの派兵論争 は、独立へ の理念 を明 らか

にせず、妥協的 な折衷策 に終始せ ざるをえなか った カナ ダ ・ナ ショナ リズムの限界 を も示 して

いる。1902年 植民地会議で もロー リエは、 チェ ンバ レンの防衛、政治同盟提案を回避 し通 した。

防衛、政治同盟の実現を阻 まれたチ ェ ンバ レンは、翌1903年 か ら有名な関税 改革 キ ャ ンペ ー

ンを開始 し、 カナダはその重要 パ ー トナ ーと して位置づ け られた。 しか し、世 界経 済が不 況か

ら脱 出 し、「小麦 ブー ム」 と呼 ばれた未會有 の好況 を享受 していたカナ ダは、 キ ャ ンペ ー ンへ

の支持 を拒 み続 けた。関税改革運動が06年 の イギllス 総選挙 で敗北 した後、 自由党政府 によ っ

て招集 された07年 植民地会議で は、帝国強化を通 じて植民地 の地位向上 をめざす オース トラ リ

アと、帝国 の組織的改編 を一切拒否す るカナダ、 ケープ との 「二っの植民 地 ナ シ ョナ リズム」

が衝突 したが、会議 の大勢 は既存の植民地会議 を本国=自 治植民地間の協議機 関 と して定着 さ

せ る方向 に落 ち着 いた。植民地会議 は帝 国会議 へ改称 され、植民地省 に 「ドミニ オン局」 が設

け られ、各 ドミニオ ンに個別 の海軍設立 が認 め られた ことで、 ドミニオ ンと本国 は次第 に対 等

な立場へ と近づ いて ゆ く。

この間、 カナ ダで は 「小麦 ブーム」 に伴 って多様 な民族 的出自を もっ 「新 移民 」 が流 入 し、

西部 のプ レー リーは一挙 に多民族化 の様相を呈す るよ うにな る。彼 らの定住 は、基本的 にイギ

リス系 とフランス系(端 的にはオ ンタ リオ州 とケベ ック州)と のバ ランスの上 に成立 して いた
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カナダ政治を大 き く転換 させた。農民層 は東部の既成利害 のみ に奉仕 す る保護 関税へ の批判 を

強 め、 イギ リスのみでな くア メ リカへ の輸出拡大 を強 く要求 し始め る。

1911年 帝 国会議 で ロー リエは、 イギ リス首相 アスキス と南 ア首相 ボタとの連携 によ り、 ゆ る

やかな帝 国共 同路線 を さらに前進 させ た。 しか し、 国内ではカナダ海軍創設法 と高率関税 に対

す るフラ ンス系 と西部農民 か らの批判が ロー リエ政権 を揺 るが し始 め る。 アメ リカの共和党政

府 か ら互恵協定 を提案 された ロー リエは、同協定 への調印で カナ ダの積年 の願望 を実現 して農

民層 の批判 に応 え、 これを武器 として11年 総選挙 を戦 お うと した。 だが、本国 との紐帯喪失 を

恐 れ るイギ リス系 が、海軍法案 に反対 す るフランス系 やカナダの関税障壁 を利用 して いたアメ

リカの支工場利害 と結束 して ロー リエを失脚 させ る。第一次大戦 直前期 まで にカナダは、対英

米利害 の拮抗 と、国 内での地域的、民族 的な多様化 とにより、 む しろ分裂 の度合 いを深 めたの

であ る。

第2部 イギ リス帝国連邦運動 とカナ ダ ・ナ ショナ リズム

第4章 初期 のイギ リス帝国連邦論 と植民地

以下 の第2部 で は、19世 紀後半 に小 イギ リス主義への反動 として生 じた帝国連邦運動 の実 証

的解明が課題 とされて いる。本国での帝 国連邦運動 と、植民地 ナ ショナ リズムとの関係を検討

す る ことが、大英帝国の実態 とカナ ダ ・ナ ショナ リズムの特質究明 に有効 と考え られ るか らで

ある。 まず第4章 で は、帝国主義 台頭 の起点 を画 した帝 国連邦論 の生成が検討 され る。 帝国連

邦運動 は、 ニュージーラ ン ドか らの本 国駐屯軍撤 退 に抗議す る 「キ ャノ ン ・ス トリー ト集会」

や、 王立植 民地協会 の設立 に参加 した人 々が中心 とな り、本国 と植民地 との結 合強化 をあざす

運動 と して1869年 に高揚 した。彼 らは世界 にお けるイギ リスの経済的、軍:事的地位 の低下 を憂

い、帝 国の将来 は 「連邦化 か解体 か」 の二者択一 にあ るとの認識か ら、 と くに自立化 を強めっ

つあ った 自治植民地 との結合 に関心 を集中 した。帝 国議会か帝国評議会 を設 けて、 そ こへ 自治

植民地代表 を参加 させ、帝 国内 自由貿易や植民地 によ る帝国防衛費負担を実現 しようと したの

であ る。

エ ドワー ド・ジェンキ ンズ、 ジェ フ ・マシューズ、F・P・ ドゥ ・ラ ビリエールの3人 に よ

る提案 と、71年 の 「植民地 問題会議」 と76年 の 『帝国連邦論集』 におけ る質疑 や批判 を読 み解

くことで、帝 国連邦論 の特質 として、① 以後 の防衛 同盟や通 商同盟論 とは異 な り、帝国 の連邦

化 とい う政 治同盟 の案 出が中心 だった こと、② ア ングロ=サ クソ ンの絶対 的優越 を前提 とす る

人種差別観 が顕著 で、 イ ン ドを排除す るだ けでな く、 カナダの フランス系 や南 アのボーア人 の

存在 もほとん ど顧慮 しなか った こと、③新 たな連邦制度 にお いて は本 国の優 越 が絶対 視 され、

植民地 自治権 への配慮 が不十分 だった こと、 が析 出される。 それゆえ帝 国連邦論 は、 すでに独
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自のナ シ ョナ リテ ィーを育 みつっ あった 自治植民地 か らの全面 的賛 同を得 る ことができなか っ

た し、す でに40年 代 に植民地 自治を認 めていたイギ リス政府 や植民地省 か らも無視 されて しま

う。 だが、帝 国連邦論者 の植民地への無知 と傲慢 は、 ほぼその まま80年 代 の帝国連邦同盟 へ継

承 されてゆ くことになる。

第5章 帝国連邦同盟(IFL)の 創立 と植民地

1880年 代 は世界的な商工業不況 の深化 や、J・ シー リーの著作 『英国膨張史論』 な ど によ っ

て植民地へ の関心 が増大 し、 イギ リスで最初 の 「帝国主義 ブーム」 を生ん だが、 その牽引車 た

る役割 を果 た したのが、84年 にロ ン ドンで創設 された帝国連 合同盟(IFL)だ った。IFL

は60年 代以来 の活動家 だった ラビリエ ールや ジョン ・コラムが中心 となり、自由党有力者のW・

フ ォース ターを会長 に、本国 と自治植民地 に広が る超党派的な帝 国連 邦宣伝組織 と して発足 し

た。 しか し、 当初か ら超党派組織 た ることをめざ したことか ら、共通 目標で あるべ き 「定国連

邦」 を明確 に定義で きず、「何 らか の形で の帝 国結合」 とい う抽象的 な表 現 しか とれ なか った

IFLは 、帝国主義者か ら植民地 自治論者、 自由貿易論者 か ら保護主義者 まで もが参加 す る寄

り合 い所帯 とな った。

IFL創 立 に向けた最初 の準備集会 は、84年7月 に フ ォース ターを議 長 と して開催 され、

「帝 国の恒久 的な結 合を保持 す るには、何 らかの形 での連邦が不可欠で あ る」 との決議 が提起

された。本国 メ ンバ ーの大半 は、植民地 代表 の帝国議会への参加 か、本国政府への諮 問機関 と

しての帝国評議会 の設置で の連邦化 を実現 し、 とりわけ軍事面 での協同 を期待 して いた。 しか

し植民地が帝国 の行政 ・立法府のなかに、 明 らか に本国 よりも弱小 な少数派 と して組 み入れ ら

れれば、 それは権利 の増大 よ りも、軍事協 力や関税政策面 での責任 や義務 の増大 を意味す るで

あろ う。 この ため、 カナダ総代表(後 に首相)の チ ャールズ ・タッパ ーは、 「連邦 が不 可欠」

との部分 に異議 を唱 え、IFLの 綱領 的決議 を大幅 に水割 り して しま う。通商政策面 で も、 自

由貿易 に対す る本国 メ ンバ ーの態度が分裂 していたため、IFLは 同年11月 の創立集 会で も明

確 な政策 を打 ち出せ なか った。王立植民地 協会 の初代会長ベ リー子爵、植民地省の前議 会次官

ノー トン卿、 自由党急進派 の ジョン ・モ ー リーなど も、、植民地 の実態を無視 したIFLに 対 し、

鋭 い批判 を提起 してい る。創立時のIFLは 、「旧植民地人 と英国の二流 政治 家 の奇妙 な混 合

体」 で、相互 に対立 す る利害 を抽象的 目標の もとに結集 した にす ぎず、一部指導部の独断専行

を許 す体質 を も併 せ持 っていた。指導部 は60年 代末以来の、 植民地 の現実 に対す る浅薄で独善

的な認識 を継承 してお り、 これが以後 のIFLに よる活動 を制約 し、混乱 と究極的解体 を導 く

こととな る。

第6章IFLの 展開 と植民地

IFLは 本 国だ けでな く自治植民地 への組織拡大 をめざ したが、各植民地の対 応 はかな り異
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な って いた。 まだ六植民地 に分れて いたオー ス トラ リアで は、 フランスや ドイ ッの南太平洋 進

出 と本国外交への不信 とが契機 とな って、帝 国政策へ の参加 と海軍 防衛力の強化を求めていた。

カナ ダが 「帝国連邦」 を 「帝 国特恵」 と読 み代 えたよ うに、 オース トラ リアは 「帝 国連邦」 を

「帝国防衛」 と読 み代 えたのであ る。 しか し、 ニューギニ ァ問題 でイギ リスへ の反発 を強 めた

クイ ー ンズラ ン ドは防衛同盟 以外での帝 国 との協 同を拒否 して いた し、先進 的なニ ュー ・サ ウ

ス ・ウェール ズや ヴ ィク トリアも、植民地 自治堅持の立場か ら帝国連邦 には警戒的だ った。オー

ス トラ リアは、 まず彼 ら自身 での連邦化 を達成 した うえで、新たなナ シ ョナ リテ ィーを成熟 さ

せ ねばな らなか った。

オー ス トラ リァとの連邦 に不参加 の方針 を固めていたニュージー ラン ドは、対外 防衛 にはイ

ギ リスとの協 同が不可欠だ った ため、 もっとも 「帝国主義的」な植民地 とみな されていた。 し

か し、 ここで も本国で 「キャノ ン ・ス トリー ト集会」 を導 いたイギ リス対外政策 への不 信 は根

強 く、本 国の帝 国主義戦争 に植民地 を 自動 的に巻 きこむような帝国連邦 には批判的であり、オー

ス トラ リアへの反発 を含むニ ュージー ラン ド独 自のナ ショナ リズムが形成 されっっあ った。 南

アで は80年 代 にオ ランダ系 ボーア人 との対立 が鎮静化 し、 イギ リス系のみでな く、 アフ リカ ン

ダーqボ ン ドの指導者J・ ホフマ イアも本 国 との協同 には寛容だ った。 ボーア人 との特殊 な協

力 関係 ゆえ に、 イギ リスか らの人種差別 的干渉 を警戒 していたとはいえ、 ドイ ッの アフ リカ進

出への脅威 と、対 外貿易面 での圧倒 的なイギ リス依存 のため、南 アは帝 国 との防衛 同盟 と通 商

同盟 に は積極 的だ った。

最古 の 自治植民地 であ り、反帝 国的な フランス系 を抱 えるカナ ダは、帝 国連邦 に は基本 的 に

無関心 だ った。85年 にはIFLカ ナ ダ支部 が結成 され るが、 カナ ダ人一般 か ら広範 な支持 を集

あた とはいえない。 カナ ダ支部 の中核 とな ったのは、本国か らの投 資を渇望す るカナ ダ太平洋

鉄道会社 とモ ン トリオール銀行 関係者 であ った。彼 らは大陸横 断鉄道 の完成 によ る帝 国結合 の

意義 を本 国投資 家層 に宣伝 す るため、IFLを 利用 したのであ る。

本 国 ・植民地双方 の 「異質 の諸利害」 を寄せ集 めたIFLは 、具体 的な帝 国連邦形態 を討議

す る場 と しての植民地会議 の開催 を ロン ドン商業会議所 などとともにイギ リス政府 に要求 した。

保守党 ソールズベ リ政府 は、 ヴィク トリア女王即位50周 年式典を機 に87年4月 に最初 の植 民地

会議 を招集 す る。植民地会議 は、後 に本国=植 民地間の唯一 の政府協議機 関へ と発展 してイギ

リス帝国史 のなかで重要 な役割 を担 う。 しか し87年 会議での議題 は、 自由貿易 を金科玉条 とす

る本国 の意 向によ り帝 国防衛 問題 と郵便 ・通信問題 に限定 された。帝 国内の統一付加 関税 を導

入 して通商 同盟 と防衛 同盟 を同時達成 しよ うとしたグ リフィス=ホ フマイア提案 は、本国によっ

て決議化 を阻 まれ、会議 の具体 的成果 は小規模で ローカルな帝 国艦 隊への拠金 を定 めたオー ス

トラレシア海軍協定 のみに とどま った。87年 植民地会議 は、植民地 が もはや本 国 と同一 の国 家
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理念 を共有 しえぬ ほど、固有 のナシ ョナ リティーを発展 させて いた事実 を明 らかに したのであ

る。

植民地会議 で はま った く影 の薄か った カナ ダで、87年 か ら長期経済不況 を背景 にアメ リカ と

の関税 障壁撤廃 を求 める米加通商同盟(無 制 限互恵)運 動が高揚 し、野党 自由党 が無制限互恵

を掲 げて政府打倒 を叫び始 めた ことが、IFLに 大 きな転換を もた らした。 カナ ダIFLに 結

集 していた金融=鉄 道=商 業利害 は、彼 らと一体化 して いた保守党政府 の敗北 を恐れ、IFL

を反無制 限互恵 の尖兵 として再組織 したか らである。「米加併合 をめ ぐる国民投 票」 と呼 ば れ

た91年 総選挙 で、 カナ ダIFLは 首 相マ ク ドナル ドの 「忠誠 キ ャ ンペー ン」の旗振 り役 となり、

イギ リス市場へ の進 出を可能 とす る帝 国特恵 を本国 に要求 し始 め る。本国IFL内 で カナダが

強力 な通商 同盟 グループを形成す るにっれ、 自由貿易派の政治 同盟、防衛同盟 グループとの内

部対立 が一挙 に表面化す る。忠誠な カナ ダのナ ショナ リスティ ックな帝国特恵要求がくIFL

の分裂 と解体へ の引 き金 とな ったのであ る。

第7章IFLの 分裂=解 散 と植民地

87年 植民地会議が帝国連邦 の具体策 を提示 しえず、 カナ ダとH・ ヴ ィンセ ン トらの本国保 護

主義者の双方か ら帝 国特恵要求 が強 ま った ことで、IFLは 新たな対応を迫 られた。新会長 ロー

ズベ リはIFLの 分裂を回避 す るため、 イギ リス政府 に植民地会議 の再招集を求めたが、首 相

ソールズベ リに拒否 されて しまう。 ローズベ リは89年 末 にいわゆる 「新綱領」を発表 し、 自由

貿易 と防衛同盟を基 調 とす る植民地会議 の定期開催を 目標 に設定 して問題 を先送 り しよ うと し

た。 しか し、91年 総選 挙を控 えたカナ ダIFLは 、代表 を本 国に派遣 し、指導部 の牽制 を押 し

切 って通商同盟の宣 伝 に努 め る。 ヴィンセ ン トもカナ ダの動 きに呼応 して、帝 国特恵実現 の障

害 となって いた英 白 ・英 独両通商条約 の廃棄 を主 張 し、90年 末 には両条 約廃棄決議 をIFL評

議委 員会で可決 させ る。 だが、 イギ リス政府や植民地省 には関税政策 の変更 は問題外 で あ り、

通商同盟 グル ープの活動 は、逆 にIFL内 の多数派である自由貿易陣営 との対立を深 めた。ヴィ

ンセ ン トが91年 に国内産業 の保護 と帝国特恵を実現す るための新組織 と して帝 国貿易 同盟(U

ETL)を 創設 す ると、IFL内 での不協和音 はさらに増幅 され る。

カナダは91年 の総選挙後 も、無制限互恵運動 に よって大 き く揺 らいだ有権者 の信 をっな ぎ止

めるため、帝国特恵 を一層 強 く主張 し続 けた。 カナ ダ議会 は91年 に、英 白 ・英独通商条約 の廃

棄請願 を満場一致 で可決 し、翌年 にはカナダIFL副 会長が上程 した対英特恵保証決議 を可決

して本国への攻勢 を強める。 カナダか ら具体的な特恵要求を突 きつけ られ たIFL指 導 部 は、

また も植民 地会議の開催要求 で内部分裂 を糊塗 しよ うとしたが、首相 ソールズベ リは、無責任

な植民地会議 の招集要求 を一蹴 した。 このためIFL執 行部 が91年7月 に明確 な計画 の作成 を

委ねた 「ブラ ッシー委員会」 の報告書 も、防衛 と外交 につ いて本国政府 に諮問す る帝国評議会
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の設 置を示 唆す るだ けの曖昧 な内容 に終始 し、植民地側 の不満を強め るだ けの結果 とな った。

UETLや 、帝国 内自由貿易を 目標 に通商 同盟運動の一翼 を担 うよ うになった ロン ドン商 業会 議

所 も、91年 の全英 商業会議所大会 や翌年 の帝 国商業会議所会議 で帝 国特恵 の実現 を図 った。

93年4月 にIFLは 政府へ の最後 の陳情を、首相 グ ラッ ドス トンに拒否 された。 ほぼ同時に、

タッパーがIFL執 行部 を批判 した書簡が暴露 され、IFLの 内部分裂は もはや決定的 となる。

追 いつめ られた執行部 は93年11月 に、特恵派を排除 した 「将来委 員会」 で、 「IFLは その効

果 的活動 の限界 に達 した」 と一方的 に組織解散 を断行す る。 カナ ダIFLは 、突然 の解散 に驚

愕 し、抗議 したが、決定 を覆す ことはで きなか った。執行部 は、 カナ ダやUETLな どの特恵

グルー プによ る組織聾断 を恐 れ、「組織 を滅 ぼ して理念 を守 る」道を選 んだ ので あ る。 帝 国連

邦運動 は、本国 と自治植民地が もはや同一 のナ シ ョナ リテ ィーを共有 しえぬ事実 を衆 目の前 に

明 らかに した ことで、歴史的役割 りを終 えた。以後 は本国 と自治植民地 との独 自かっ平等な立

場で の協 同路線 が、帝国 の指針 となってゆ く。

結 語

本論文で は、第1部 で カナダ ・ナ シ ョナ リズムの歴史的発展 をおさえた うえで、第2部 にお

いて、従来 の研究史で初期帝 国主義運動 としては過大 に、帝 国再編運動 として は過小 に、 あ る

いは 「関税改革運動」 として一面的 に評価 されてきた19世 紀後半 の帝国連邦運動 に新 たな照 明

と意義付 けを与え よ うと試みた。 カナ ダを筆頭 とす る自治植民地 は19世 紀後半 まで に、経 済 ・

軍 事面で本国への依存 を脱却 しえぬ とい う重大 な限界を伴 いなが らも、帝国 とア ングロ=サ ク

ソ ンの栄光 のための統合 という帝 国主義 ス ローガ ンを したたかに拒否す るだ けの、独 自の国家

的 アイデ ンテ ィテ ィーを育んで いた。帝国連邦運動の推進主体 となったIFLの 歴史的意義は、

本国 を頂点 とす る帝国議会(あ るいは帝国評議会)の 創設 によ る帝国連邦論が 自治植民地か ら

決 して支持 されぬ こ と、将来の帝 国再編 が自治植民地の ナシ ョナ リズム と合致す る方向で行わ

れ るべ き ことを、 自 らの解散 によって明 らかに した点 にあ った、 とい うのが本論文 の結論で あ

る。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本論 文 は、19世 紀半 ばの カナ ダ自治政府 の成立か ら第一次世界大戦前 までの カナダ ・ナ シ ョ

ナ リズムの生成過 程を扱 う第一部 と、 イギ リス帝 国連邦運動 の展開 とその運動 の最終的挫折 を

扱 う第二 部 とか ら構 成 されてい る。
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「序 」 に お い て、 本 論 文 の主 題 が 「イ ギ リス的 に して イギ リス 的 な らぬ もの 」 と して の カ ナ

ダ ・ナ シ ョナ リズ ムが 、英 本 国 と植 民 地 間 の紐 帯 を 強化 せ ん とす る英 帝 国 連 邦 運動 の展 開 に お

い て いか な る役 割 を 果 た した か、 を解 明 す る こと にあ る こ とが提 示 され る。

そ して19世 紀 中葉 の カナ ダ連 邦 結 成 期 か ら 「大 英 帝 国 の絶 頂 期 」 で あ る20世 紀 へ の 転 換 期 が

考 察 対象 時 期 と して 限定 され る。

まず第 一 部 「カナ ダ ・ナ シ ョナ リズ ム の成 長1848～1914年 」 で は、 英 国 の 自治 植 民 地 と し

て 出 発 した カ ナ ダが、 隣国 ア メ リカ合 衆 国 の強大 な発 展 の影 響 下 に、 英本 国 との経 済 的、 政 治

的 、 外交 的 な 交 錯 の うち に成 育 させ る に至 った カナ ダ独 自の ナ シ ョナ リズ ムの成 長 過 程 が辿 ら

れ る と と も にそ の性 格 が分 析 され る。

第1章 「自由貿 易 帝 国 と連 邦 結 成1848～1867年 」 で は、 カ ナ ダ ・ナ シ ョナ リズ ム の 基 本 性 格1

を な す ブ リテ ィ ッ シ ュネ ス(英 国 性)の 定 置 が論 じ られ る。 即 ち、 英 国 の 自由貿 易 体 制 下 に北

ア メ リカ植 民 地 と して 出発 した カ ナ ダが、 ア メ リカ南 北 戦争 を 契機 に北 ア メ リカ植 民 地 を結 集

す る連 邦 を結 成 す る。 この 過 程 で は、 鉄 道 投 資 家=銀 行=商 人 利 害 が英 国 の 自 由貿 易 体 制 と の

結 合 を支 え て い く。 そ して 基 本 的 に は、 沿 海 植 民 地 ケ ベ ック(旧 フ ラ ンス領)の 抵 抗 を押 さ え

こん で英 国 性 を基 準 とす る統 合 が志 向 され た こ とが 示 され る。

第2章 「自治 領 ナ シ ョナ リズ ムの成 長1867～1896年 」 で は、 大 不 況 期(1873～96年)に 展 開

さ れ る カ ナ ダ の 「ナ シ ョナ ル ・ポ リシ ィー」 が 自治 領 ナ シ ョナ リズ ム を成 長 させ る こ とが 論 じ

られ る。 即 ち、 北 ア メ リカ連 邦 カナ ダが、 大 不 況 を 契機 と して原 料 ・食料 輸 出 国 と して 独 自の

ナ シ ョナ ル ・イ ンタ レス トを追 求 す る 「ナ シ ョナ ル ・ポ リシ ィー」 の展 開 が分 析 され る。 こ と

に対 米 農 産 物 輸 出 を志 向 しつ つ、 独 自の 国民 経 済 的 利 害 を追 求 す る植 民 地 カ ナ ダ経 済 の 成 長 が

示 され る。 そ して その経 済 的 力量 が、 カ ナ ダ ・ナ シ ョナ リズ ム を成 長 させ る と と もに、 英 国 自

由貿 易 体 制 下 に あ って カナ ダを して1894年 植 民 地 会議 に お い て 「植 民 地 間 特恵 関税 」 要 求 を 打

ち出 させ る に至 った こ とを指 摘 す る。

第3章 「ロ ー リエ と英 国主 義 の時 代1896～1914年 」 で は、 「帝 国 主 義 時 代 」 の カ ナ ダ が 英 本

国 の英 帝 国連 合運 動 に対 して は一 線 を 画 しっ っ、 英 国 と米 国 の 狭 間 にあ って展 開 す る独 自の ナ

シ ョナ リズ ムが論 述 され る。 即 ち、 大 不 況 脱却 後 、 英 帝 国 連 合 運動 と米加 特恵 の狭 間 に あ って、

英 本 国 の帝 国連 合運 動 に対 して距 離 を お き、帝 国 防衛 問題 につ いて は、 自治権 を強 力 に主 張 す

る カナ ダの立 場 が示 され る。 経 済 的 に は、資 本 輸 入 につ いて は、英 国利 害 に結 合 しな が ら、 貿

易利 害 と して は次 第 に ア メ リカへ の傾 斜 を 強 め るア ン ビヴ ァ レ ン トな ヵ ナ ダ ・ナ シ ョナ リズ ム

が浮 き彫 りに され る。 さ らに カ ナ ダ社 会 が、 小 麦 輸 出 ブ ー ムの 中 で の移 民 の急 増 に よ って、 現

代 に っ な が る複 雑 な多 民 族 社 会 とな って い くこ とが展 望 され て い る。

第 二 部 で は、 第 一 部 で 考 究 され た カ ナ ダ ・ナ シ ョナ りズ ムが、 英 本 国 と植 民 地 を巻 き込 ん だ
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「英帝 国連邦運動」 のなかで、 いかなる歴史的役割を果た したかが論 じられ る。

第6章 では、 オ ース トラ リア、 ニュージー ラン ドそ して南 アを も視野 に取 り込 んで、 カナ ダ

側 か ら英帝 国 ・植民地体制全体 が考察 され る。 第二 部全体 を とお して論者 は、本 国政府、植民

地諸政府 そ して本 国、植民地 を包括す る政治運動 体であ る帝国連邦同盟(IFL)へ と継承 さ

れてい く初期 「帝 国連邦論」 をまず整理 し(第4章)、 しか る後IFLの 創 設(第5章)か ら

運動 の展開(第6章)そ してその解体(第7章)に 至 る過程 を詳細 に検討 してい る。

まず第4章 「初期 のイギ リス帝国連 邦運動 と植民地」 では、本国 ・植民地 間の紐帯強化 を構

想す る同時代人 の 「帝国連邦論」が分析整理 され る。結論的 には、初 期の 「帝 国連 邦論 」 が、

帝国防衛 同盟論 や通商同盟論で はな く、帝 国の連邦化 をめざす政治同盟論 であ った こと、 また

その政治 同盟論 がア ングロ=サ ク ソンの人種 的優越論 に立脚 し、本国の絶対 的優越 を前提 とす

る ものであ った ことが解明 されて いる。

次 いで第5章 「帝国連邦同盟の創立 と植民地」で は、 その構想 に基づ いて1884年 に結 成 され

た政治運動体で ある帝国連邦同盟(IFL)が 、1880年 代の世 界的大不況 の深化 を背景 と しな

が らも、帝国連邦 を明確 に定義で きぬま ま超党派 の帝国連邦宣 伝組織 として本国、植民地で創

立 されて い くことが指摘 され る。

第6章 「IFLの 展開 と植民地」 では、英帝国 ・植民地体制 の全体構造(た だ しイ ン ド、 エ

ジプ ト、 マ レー シアは除外)を 念頭 にお きつつ、 この政治運動 の成果で ある植民地会議(1887

年)の 場 で、現実の帝 国防衛、帝国特恵問題をめ ぐって 自治植民地間 に態度の相違 が露呈 され

て くることが指摘 され る。 その中でカナ ダは、米加特恵 を求 める国内 の無制限特恵論者 を押 さ

え こんで い くために、 イギ リス市場へ の進 出を追求す る帝 国特恵 を強力 に推進す ることで、I

FL解 体 への引 き金を引 くことにな った ことが論 じられ る。

第7章 「IFLの 分裂=解 散 と植民地」で は、英 本国が主張 した自由貿易 と防衛 同盟 を基調

とす る植民 地会議 開催の路線 が、英本国 の保護 貿易主義者 と同盟 したカナダの強力な帝 国特恵

要求 と激突 す ることによってIFLが 解散 に追 い込 まれ る(1893年)過 程が解 明 され る。 か く

てカナ ダ ・ナ シ ョナ リズムが、英帝国 ・植民地体制 その ものの再編を強力に促進 した ことが結

論づ け られ る。

最後 に 「結語」 において、論者 は このよ うな 「帝 国主義時代」の カナダ ・ナ シ ョナ リズ ムの

特異 なあ り方 は、 パ ックス ・ブ リタニカの時代 の英帝国 」植民地体制 の再編 を強力 に促す こと

によ って両世界大戦期 の コモ ン ・ウエルス体制(1931年)成 立へ と帰結 す ることを展望 して い

る。 その意 味で、IFLの 挫折 は、 カナ ダ ・ナ シ ョナ リズムが英帝 国 ・植民地体制史 において

果 た した歴史 的役割 を逆照射す る ものであ った と結論 して いる。

以上 の ように、本論文 はカナ ダ、英国、米 国で刊行 され た第一 次史料及 び先行研究 を包括 的
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に渉猟 しっつ、 カナダの側か ら英帝 国 ・植民地体制史を捉 えなお して お り、当該 分野の今後 の

研究 に資 する こと少 な くない。

よって本論文の提出者 は、博士(文 学)の 学位を授与 され るに十分 な資格を有 す るもの と認

め られ る。
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